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徳島県及び高知県参議院合同選挙区選挙管理委員会告示第 3号

平成28年 7月10日執行予定の参議院徳島県及び高知県選挙区選

出議員選挙における立候補の届出及び立候補の辞退の届出の受付

は、次に掲げる場所において行う。

平成28年 6月17日

徳島県及び高知県参議院合同選挙区選挙管理委員会委員長

西川　政善

1　午前 8時30分から午前10時まで

徳島市万代町一丁目 1番地　徳島県庁内　講堂

2　午前10時から午後 5時まで

徳島市万代町一丁目 1番地　徳島県庁内　徳島県選挙管理委

員会委員室

徳島県及び高知県参議院合同選挙区選挙管理委員会告示第 4号

平成28年 7月10日執行予定の参議院徳島県及び高知県選挙区選

出議員選挙における立候補の届出の受付は、選挙の期日の公示の

日の午前 8時30分現在において、徳島市万代町一丁目 1番地徳島

県庁内講堂に到着している者に限り、くじでその順序を定める。

平成28年 6月17日

徳島県及び高知県参議院合同選挙区選挙管理委員会委員長

西川　政善

徳島県及び高知県参議院合同選挙区選挙管理委員会告示第 5号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第144条の 2第 5項の規定

により、平成28年 7月10日執行予定の参議院徳島県及び高知県選

挙区選出議員選挙における候補者が同条第 1項のポスター掲示場

に同法第143条第 1 項第 4 号の 3 及び第 5 号のポスターを掲示す

ることができる最初の日を次のとおり定める。

平成28年 6月17日

徳島県及び高知県参議院合同選挙区選挙管理委員会委員長

西川　政善

平成28年 6月22日

徳島県及び高知県参議院合同選挙区選挙管理委員会告示第 6号

公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第14条第 2項の規定

により、平成28年 7月10日執行予定の参議院徳島県及び高知県選

挙区選出議員選挙における選挙人名簿の登録について被登録資格

の決定の基準となる日、登録を行う日及び縦覧に供する期間を次

のとおり定める。

平成28年 6月17日

徳島県及び高知県参議院合同選挙区選挙管理委員会委員長

西川　政善

1　被登録資格の決定の基準となる日

平成28年 6月21日。ただし、年齢については平成28年 7月10

日

2 　登録を行う日

平成28年 6月21日

3 　縦覧に供する期間

平成28年 6月22日

徳島県及び高知県参議院合同選挙区選挙管理委員会告示第 7号

公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第23条の11第 2 項の

規定により、平成28年 7月10日執行予定の参議院徳島県及び高知

県選挙区選出議員選挙における在外選挙人名簿に登録した者の氏

名等を記載した書面の縦覧に供する期間を次のとおり定める。

平成28年 6月17日

徳島県及び高知県参議院合同選挙区選挙管理委員会委員長

西川　政善

平成28年 6月22日
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